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議員提案政策条例の規定による施策等の実施状況及び成果に関する報告書 
 
１ 条例の基本事項 

条例の名称 茨城県県産木材利用促進条例 

担当課（室） 農林水産部林政課 公 布 日 平成 26 年４月１日 

報告の根拠 

(年次報告) 

第 18 条 知事は、毎年度、県産木材の利用の促進に関して講じ

た施策の実施状況及び成果を取りまとめ、議会に対し報告す

るとともに、これを公表するものとする。 
 
２ 条例の概要 
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３ 条例の規定による事業等の実施状況及び成果並びに今後の取組 

（１）県産木材安定供給の推進 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実施

状況及び成果】 

いばらき林業

トップランナ

ー育成支援事

業 

 

 

意欲と能力

のある林業

経営体のう

ち森林経営

の集約化に

取り組む林

業経営体 

森林整備の効率化等を図るため、

森林経営の集約化に取り組む経営体

における高性能林業機械やスマート

林業機器の導入などを支援する。 

【前年度実績】 

・高性能林業機械の導入 ５事業体 

・ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ機器等の導入 

３事業体 

・スマート林業推進協議会の開催 

４回 

167,415千円 

【今後の取組】 

いばらき林業

トップランナ

ー育成支援事

業 

意欲と能力

のある林業

経営体のう

ち森林経営

の集約化に

取り組む林

業経営体 

 森林の有する多面的機能を持続的

に発揮させるためには、林業の自立

化が不可欠であることから、引き続

き規模の拡大に取り組む林業経営体

における生産コストの削減や安全性

を向上させるための取組を支援して

いく。 

200,000千円 

【前年度の実施

状況及び成果】 

林業担い手育

成強化対策事

業 

（公社）茨

城県森林・

林業協会 

林業への就業を希望する者を対象

とした相談や林業経営体の経営力を

向上するための研修会等の取組を支

援し、担い手の確保・育成を図る。 

【前年度実績】 

（就業促進） 

・就業希望者相談     53件 

・事業体相談・指導   157件 

（事業体経営力強化） 

 ・林業機械のデモ実演及び操作 

体験等 

            ３回（65名） 

（林業就業支援） 

・林業作業実地研修等 

７日間コース ２回（10名） 

11,292千円 
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【今後の取組】 

林業担い手育

成強化対策事

業 

（公社）茨

城県森林・

林業協会 

林業・木材産業を健全に発展させ

ていくためには、担い手の確保と育

成を図るとともに、経営体の経営力

を向上させることが不可欠であるこ

とから、引き続き、取組を進めてい

く。 

11,300千円 

【前年度の実施

状況及び成果】 

市町村森林整

備等バックア

ップ事業（林

業従事者技能

向上対策） 

（公社）茨

城県森林・

林業協会 

主伐・再造林による一貫施業等を

進める上で、必要な技術を習得した

森林施業技術者を養成するため、林

業従事者を対象に講習会を実施す

る。 

【前年度実績】 

・作業道等路網整備技能習得 

12回（23名） 

・伐木・造材・搬出技能習得 

25回（65名） 

・地拵え・造林技能習得 

４回（10名） 

 7,000千円 

 

 

【今後の取組】 

市町村森林整

備等バックア

ップ事業（林

業従事者技能

向上対策） 

（公社）茨

城県森林・

林業協会 

再造林の省力化と低コスト化に向

けて、引き続き、一貫施業等を進める

上で、必要な技術を習得した森林施

業技術者を養成する。 

7,000千円 

【前年度の実施

状況及び成果】 

国補林道事業 

 

 

 

県単林道事業 

市町村 

 

 

 

 

県・市町村 

林道の開設、改良、舗装及び林道の

橋梁等の点検診断を支援する。 

【前年度実績】 

林道開設 ２市 調査測量設計等 

点検診断 １町  10路線 

国補林道事業の対象とならない林

道の開設、改良、舗装を支援する。 

【前年度実績】 

林道開設  １市  １路線 

林道改良  ３市町 ５路線 

 145,335千円

39,490千円

【今後の取組】 

国補林道事業 

 

県単林道事業 

 

市町村 

 

県・市町村 

 

林業の生産性を向上させるため、

引き続き事業を継続する。 

110,700千円

31,490千円
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（２）流通加工体制の整備 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実施

状況及び成果】 

木材利用促進

施設整備事業 

 

 

民間法人等 県産木材の利用拡大を図るため、

製材品の付加価値を高める木材加工

施設等の整備を支援する。 

【前年度実績】 

木材加工施設の整備 １件 

70,650千円 

【今後の取組】 

木材利用促進

施設整備事業 

民間法人等 高い品質の製品を、安定的に供給

できる体制整備に、引き続き取り組

んでいく。 

0千円 

  

（３）県産木材の利用の促進 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実施

状況及び成果】 

木づかいチャ

レンジ事業 

 

 

民間法人等 県産木材の利用促進を図るため、

モデルとなる大規模な建築物等の木

造化・木質化などを支援する。 

併せて、素材生産や製材、建築業者

等が連携して取り組む住宅用県産木

材の生産・流通体制の構築を支援す

る。 

【前年度実績】 

・木造化・木質化支援 ４件 

・住宅用木材生産・流通体制の構築 

           ４チーム 

63,575千円 

【今後の取組】 

木づかいチャ

レンジ事 

民間法人等 県産木材の積極的な利用による循

環型社会の形成に向けては、本県産

木材の品質や供給能力を県外を含め

て広くＰＲする必要があることか

ら、引き続き、展示効果の高い木造建

築物の整備等に対して支援を行って

いく。 

167,800千円 
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【前年度の実施

状況及び成果】 

市町村森林整

備等バックア

ップ事業（建

築物木造化サ

ポート事業） 

茨城県産材

普及促進協

議会 

県産木材を活用した建築物の整備

促進を図るため、設計、調達等につい

て専門家がサポートを行う取組を支

援する。 

【前年度実績】 

・相談件数 40件 

4,000 千円 

 

 

【今後の取組】 

市町村森林整

備等バックア

ップ事業（建

築物木造化サ

ポート事業） 

茨城県産材

普及促進協

議会 

非住宅分野における木造率は、未

だ低位であることから、引き続き、取

組を進めていく。 

6,000 千円 

【前年度の実施

状況及び成果】 

森林・林業体

験学習促進事

業 

県 

（公社）茨

城県森林・

林業協会 

小・中学生をはじめとした県民に

広く森林や林業について理解を深め

てもらうため、森林・林業体験学習を

実施するとともに、森林の公益的機

能の重要性等の普及啓発活動に係る

取組を支援する。 

【前年度実績】 

・体験学習参加者 7,336 人 

・普及啓発活動（イベント、展示会

等による PR 活動） 8 回 

34,916 千円 

【今後の取組】 

森林・林業体

験学習促進事

業 

県 

（公社）茨

城県森林・

林業協会 

森林や林業への県民の理解及び関

心を深めるため、引き続き、体験学習

や普及啓発活動を実施していく。 

38,400 千円 
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４ その他 

１ 条例に関連する法令等の制定・改廃の動向 

   ― 

 

２ 国・県における施策の見直し等の動向 

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法

律」が令和 3 年 10 月 1 日に施行され、法律が「公共建築物等における木材の利

用の促進に関する法律」から「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等に

おける木材の利用の促進に関する法律」へ変わるとともに、法の対象が公共建築

物から建築物一般に拡大。 

また、政府における推進体制として、農林水産省に基本方針の策定等を行う木

材利用促進本部が設置された。 

 

県では、同法律の改正に伴い、「県有公共建築物の木造化・木質化等の推進に

関する指針(平成 23 年４月策定)」と「茨城県県産木材利用促進条例(平成 26 年

４月施行)」に基づく「県産木材の利用の促進に関する指針（平成 27 年６月策

定）」を一本化し、新たに「茨城県産木材の利用促進に関する指針」を令和５年

３月に策定した。 

 

３ 条例の運用上の課題 

   ― 

 

４ 条例の改廃の必要性の有無 

   無 

 

５ その他 

   ― 

 

 

 

 


